


事後評価
社会資本総合整備計画

都市建築部 下水道課
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１．社会資本整備総合交付金の事業評価について
１－１）事業評価の概要

社会資本整備総合交付金

社会資本総合整備計画の策定

事後評価

・概ね３～５年間で達成することを目標とする定量的な指標を設定

・目標達成のために必要な事業内容を設定

・自主的に整備計画の妥当性等を評価した後、計画を国土交通大臣に提出

事業の実施（３～５年）

【評価事項】

①事業の進捗状況

②事業効果の発現状況

③成果目標の実現状況

④今後の方針

・岐阜県事業評価監視委員会への意見聴取

・事後評価の結果の公表、国土交通大臣への報告

１－２）評価の対象となる社会資本総合整備計画の概要

１．計画の内容

＜整備計画名＞

岐阜県における循環のみちの実現［防災・安全交付金］

＜計画期間＞

平成３１年度～令和５年度（５年間）

＜計画の目標＞

２．事業箇所

３．目標を定量化する主な指標

下水道整備の総合的な基本計画である流域別下水道整備総合計画を改定し、

河川流域内における個別の事業計画の策定及び必要な下水道整備を進め、

安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

岐阜県

木曽川・長良川、揖斐川、庄内川流域の３流域における流域別下水道整備総合計画

改定率を０％（Ｈ３１）から１００％（Ｒ５）とする。

１．社会資本整備総合交付金の事業評価について
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１－３）流域別下水道整備総合計画（流総計画）とは①

5

○ 流域別下水道整備総合計画

・河川等の水質環境基準を達成するため、下水道法に基づき、流域ごとに県が定めるもの。

・市町村は、県が策定する流総計画に適合する「下水道事業計画」を策定する。

（＝流総計画は市町村計画の上位計画にあたる）

１．社会資本整備総合交付金の事業評価について

※愛知県、岐阜県、三重県、

長野県、名古屋市

（流総計画の位置づけ）

市町村にて策定今回対象

１－３）流域別下水道整備総合計画（流総計画）とは②

6

１．社会資本整備総合交付金の事業評価について

今回
改定年度

直近
改定年度

策定年度河川名

令和５平成２２昭和４８木曽川・長良川

伊勢湾流域 令和５平成２２平成１６揖斐川

令和５平成２２昭和５８庄内川(土岐川)

①下水道処理区域

②下水道の根幹的施設の配置、構造および能力（下水処理場の整備）

③窒素、りんの削減目標量及び削減方法（下水処理場における高度処理※の導入）

※富栄養化の原因となる汚水中の窒素やりんを除去できる水処理方式のこと

（本県の伊勢湾流域における流総計画）

【既計画の終期】いずれも令和７年度まで

（流総計画で定める主な項目）

計画の改定が必要
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２－１）流総計画改定の流れ①

２．流総計画の改定（事業内容）について

7

① 実 態 調 査

・・・ 伊勢湾に関係する国及び４県１市による委員会
による方針検討・合意

② 方 針 決 定

・・・ 指針等に基づく調査
水利用の現況と見通し（水道用水、工業用水等）
人口と産業等の現況と見通し（人口、工業、農業等）
排水量と汚濁負荷量の現状と見通し（家庭排水、工場排水等）

○ 計画の改定にあたっては、国の「流域別下水道整備総合計画調査指針」及び
「同指針と解説」（平成27年1月改定、以下「指針等」）に基づき、各種調査や将来
水質の解析を実施

○ 指針等に基づき、計画案を作成の上、下水道法に基づく手続きを経て、計画
を改定

＜具体の改定プロセス＞

【令和元年度～令和４年度】

【令和３年度～令和４年度】

２－１）流総計画改定の流れ②

２．流総計画の改定（事業内容）について

8

④計画改定（案）の作成

・・・ 関係県（下水担当）との事前調整（Ｒ５．８～１０月）

・・・ 県（環境・河川部局）との協議
事前説明（R５．１２～Ｒ６．１月）、意見照会（Ｒ６．２月）

・・・ 国との事前協議
事前説明（R５．１２月）、意見照会（Ｒ５．１２～Ｒ６．１月）

③計画改定素案の作成

・・・ 市町村との事前調整
説明会（R5．４月）、市町村計画の照会（Ｒ５．７～８月）

・・・ 指針等に基づき、将来水質の解析（シミュレーション）、
整備計画案検討を実施
河川環境のモデル化（各種係数の設定）
将来の水質を推計（シミュレーション）

・・・ 市町村への事前意見照会
説明会（R5．１１月）、意見照会（Ｒ５．１１～１２月）
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２－１）流総計画改定の流れ③

２．流総計画の改定（事業内容）について

9

⑤ 計 画 改 定

⑥ 国 へ の 届 出

・・・ 下水道法第２条の２第７項に基づく意見照会
（関係県及び関係市町村）
意見照会（Ｒ６．２月）

・・・ 下水道法第２条の２第１０項に基づき国へ届出
（Ｒ６．３月）

・・・ Ｒ６．３．１１改定

２－２）計画に基づくこれまでの下水道の整備状況

２．流総計画の改定（事業内容）について

10

○下水処理場（令和４年度末）

＜計 画＞３１自治体（県＋３０市町）、７９施設

＜整備状況＞３０自治体（県＋２９市町）、７７施設

未着手建設中整備済

１

（大野町）

１

（瑞穂市）

うち高度処理状況

７７ 未対応対応済

４８２９

○下水管きょ（令和４年度末）

面積ベースで７４％の下水管きょを整備済み

⇒すべての施設で高度処理を導入することとしているが、導入には大規模な改築が
必要となるため、現段階では未対応の施設が多い （将来の更新時などの導入を予定）

⇒ただし、合併処理浄化槽なども含めた汚水処理人口ベースでは、９４％となっている
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２－３）伊勢湾流域の流総計画改定に係る基本方針

２．流総計画の改定（事業内容）について

11

○伊勢湾流域は、４県（岐阜県・愛知県・三重県・長野県）＋１市（名古屋）を
対象区域とするため、国の調整のもと基本方針を策定（令和５年２月合意）

○４県は基本方針のもとに、各河川の流総計画の改定作業を進める

委員会（国及び４県１市で構成）での主な合意事項

① 伊勢湾における全ての水質環境基準の達成には時間を要するため、令和３０年を目標年次とした「当面の目標」を設定

② 当面の目標では「豊かな海」を目指す視点から、窒素・りん（栄養塩）は現況レベルの排出量を維持

11

・赤潮などを引き起こす窒素・りん（栄養塩）については、これまでの取組で湾全域でほぼ水質環境基準を達成

・一方で栄養塩の減少により海苔や貝類などの不漁が発生しているとして、漁業者等からは規制緩和を求める声

・下水処理におけるエネルギー効率の観点から、下水道と下水道以外の施策間で汚濁削減の分担の適正化を図る

・基準達成のため下水道以外の汚濁排出源での削減を進める必要があるが、取組には時間を要する

⇒今後は、分担の適正化を図ることに加え、汚濁の発生量が人口減少とともに減少することから、

下水処理場の計画処理水質を緩和 （※排出量＝発生量×処理場での水処理による除去率）

下水処理場の計画処理水質（年間平均値）単位mg／L

ＣＯＤ 全窒素 全りん ＣＯＤ 全窒素 全りん

前回合意 8.1 7 0.66 前回合意 12 17 1.4

今回合意 13 9 0.8 今回合意 14 17 1.4

小規模な

下水処理場

大規模な

下水処理場
日最大汚水量

3万m3／日以上
日最大汚水量

3万m3／日未満

ＣＯＤ：化学的酸素要求量／水の汚れの度合いを示す指標

２－４）本県の流総計画の改定概要について

12

基本方針に基づき、社会情勢の変化を考慮した将来水質のシミュレーションを実施
（基準年：令和元年、推計年：令和２７年）

２．流総計画の改定（事業内容）について

（検討内容）

【主な社会情勢の変化】
・将来人口：基準年から約４５万人（２４％）減少の見込み

・工業出荷額：基準年から１６％増加の見込み

・汚濁発生量：生活由来は減少も産業由来の増加で基準年からほぼ横ばい

・国からは、人口減少等を踏まえ、下水道区域と浄化槽区域の適切な見直し（※）の要請

（改定内容）

より良い水質環境を目指し、適切な見直しを行いつつ、下水道の整備・運営を進める

項目 改定内容 改定理由

下水道区域 
区域見直し
約５．２万ha に縮小（▲０．５万ha）

浄化槽への見直しに伴う縮小

大野町の計画廃止 下水から浄化槽へ汚水処理手法を見直し

各処理場の計画処理水質の見直し 基本方針の当面の目標に基づく

下水処理場における
高度処理の導入

現行の整備状況を維持
（７７→３０施設）

基本方針の当面の目標に基づく

下水処理場の整備 

※浄化槽の放流水質基準は、公共下水道に比べて多少低いものの、近年は性能も向上しており、地域によっては設置費用が

安価となり、設置にかかる時間も短くなるといったメリットがあります。
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適用結果
目標
値

従前値
目標と指標及び
目標値の関連性

定義指標
年度

目標
年度

基準
年度

単
位

達成
R5
末

100% 
R5
末

100% 
H31
当初

0% 

流域別下水道整備
総合計画を改定し、
河川流域内におけ
る個別の事業計画
の策定及び必要な
下水道整備を進め、
安全・安心、快適
な暮らしを実現し、
良好な環境を創造
する。

策定済み計画数
／

策定すべき計画数
%

流域別下水道
整備総合計画
策定率

木曽川・長良川、揖斐川、庄内川の３流域における流域別下水道整備総合計画

を令和６年３月に改定したことにより、目標を達成することができた。

３．社会資本整備総合交付金の目標の達成状況に

ついて

13

４．今後の方針（案）

・今後は本改定計画に基づき、市町村事業計画の適切な見直しを進めること
で、より良い水質環境を目指すとともに、効率的な事業運営を行っていく

◆効果の発現状況

・見直し後の流総計画を令和６年３月に策定したことにより目標を達成する

ことができたため、本社会資本総合整備計画による事業は完了とする。
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